耕作放棄地活用へ
―補助金をリニューアルしましたー
回　覧





町内の耕作放棄地を解消するため、認定農業者及び法人等を対象にした補助金制度です。
下記要件に該当される方で、活用を希望される方は農林課までお申し込みください。

[bookmark: _GoBack]名　　　称　：　中土佐町耕作放棄地解消促進事業補助金
受付期間　：　随　時　※必ず着手前に申請してください
補助金額　：　一筆につき　１ａ/千円（※1筆あたりの上限２万円）　
　　　　　　　　 上記の金額の他、使用した機械のリース代の一部を補助します。
対象者　：　認定農業者、法人、集落営農組合、その他町長の認める者
交付要件　：　以下のすべての要件を満たすこと
(1)　一筆当たり5ａ以上で、概ね3年以上耕作していない農地であること
(2)　中山間直払い事業等、維持管理目的の補助事業の対象農地に入
　　　っていないこと
(3)　購入、譲渡した農地であれば前所有者、借地である場合は所有者との続柄が3親等以上であること
(4)　必ず作付けすること
(5)　貸借した農地は利用権設定又は、受委託契約を行っていること
(6)　過年度に本事業等の耕作放棄地を解消するための町補助金を交付されていない農地であること【申し込み及び問い合わせ】
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